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研究成果の概要（和文）：　研究計画に従い、ドイツ契約法の現代化の展開過程を分析した。そのために必要な文献を
継続的に収集した。とりわけ、EUの消費者権利指令のドイツ国内法化のプロセスにおいてドイツ契約法がどのように変
容するかに注目した。さらに、ドイツの不正競争防止法の展開とその契約法への影響を解明する作業を行った。これら
を踏まえて日本法の契約法への影響を検討した。これらの研究の成果の一部は、『ヨーロッパ私法の展望と日本民法典
の現代化』（日本評論社、2016年）に収録されている。

研究成果の概要（英文）：In accordance with the plan of our project, we have researched on the meaning and 
effects of the modernization of German Contract Law und have collected the necessary literature for this. 
We have especially focused on the changes of German Contract Law through the implementation of the EU 
Consumer Rights Directive in Germany. We also have examined the development of the German Unfair 
Completion Law and its influence to Contract Law. Further, we have conducted a comparative analysis on 
the influence of these developments on Japanese Contract Law. Part of our research results are included 
in the book “Perspectives of European Private Law and Modernization of Japanese Civil Code” 
(Nihonhyoron-sha, 2016).
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１．研究開始当初の背景 

 本研究が対象とするドイツ契約法は、国

内の問題のみならず、電子商取引などグロ

ーバル化したＥＵ市場の要請にも応えるこ

とが求められている。EUは、域内市場を形

成するため様々な処置をとり、各加盟国の

市場や法規制はそれに対応しなければなら

ないのである。ドイツ法は、他の加盟国と

同様に、ＥＵ法の進展によって大きな影響

を受けてきた。近時のＥＵ法レベルでの平

準化作業は、各国法の私法的側面に切り込

むものとなっている。とりわけ、不公正取

引方法指令は、該当の分野での規制の完全

平準化という目標を追求しており、その国

内法化の作業は各国の私法（民法）の中に

統一化された規律（強行法規）を置くこと

を求めている。他方で、ＥＵ私法の各国契

約法へのこうした浸透現象は、契約法の問

題に新たな問題を提起している。 

すでに、ドイツ契約法は、2002年の債務

法の現代化によってその新たな姿を獲得し

たのであるが、それ以後の新たな展開によ

る契約法の現代化の過程については、それ

を跡づける研究が十分でなかった。とりわ

け EU 消費者法の動向を踏まえて検討を行

う必要があった。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、ドイツ契約法の現代的な

変容過程を分析し、日本法への示唆を得る

ことにある。ドイツ契約法は、世界的動向

およびまたＥＵ法の影響を受けつつも、独

自の教義学的伝統の下で新たな展開を見せ

ている。とりわけ、ドイツ民法が、2002年

の債務法の現代化で消費者契約法を組み入

れる統合モデルを採用し、消費者法の要請

を契約法の中に取り込んでいることは、そ

の大きな特徴となる。本研究では、債務法

の改正から現在に至るまでのドイツ契約法

の内在的展開を分析し、比較法的な手法を

用いて「あるべき契約法の姿」を探ること

にしたい。本研究は、契約法の原理を再検

討する基礎的研究となることを意図してい

る。それは、わが国の民法・契約法の現代

化にとっても重要な意味を持つものとなろ

う。 

 

３．研究の方法 

①ドイツでの契約法の現代化プロセス（債

務法改正の意義とその後の評価）の分析、

②その際、検討領域として消費者法の私法

化現象に焦点をあわせ、また競争法（不正

競争防止法）との関係にも注目する。 

③これらの規制のあり方については、「実体

法」的側面のみならず、「手続法」的な側面

にも留意する。 

④全体の作業は、各国の研究者や、連携研

究者との協力の下、中田がそれを総括する。

⑤海外の研究者とのネットワークの強化に

努め、海外調査や海外研究者の招聘を行い、

内外の研究者と積極的に交流する。⑤定期

的に研究会やセミナーを開催し、国内外の

学会等に参加し、積極的な情報発信・収集

に努める。また外国で日本法に関する講演

や報告を行うことを計画している。 

 
４．研究成果 

 当初の計画に沿って作業を行った。具体

的には、第１にドイツ債務法の現代化現象

の分析作業を継続した。 

第２に、ドイツ契約法と消費者法との関

係、とりわけ、私法の原理論レベルでの私

法的規制を正当化する根拠の検討とその具

体的な内容分析を試みた。ドイツ・フンボ

ルト大学のゲルハルト・ヴァーグナー教授

の研究作業を分析し、契約法における強行

的規定の意味を検討した。それに関係して

消費者契約法の意味を再検討する作業を進

行させた。 

第３に、ドイツの契約法現代的展開をヨ

ーロッパ的な視点から検討する作業を継続



した。とりわけ、ハイン・ケッツ教授と面

談し、同教授が出版されたヨーロッパ契約

法（第２版）の翻訳について依頼を受け、

その作業の進行に関する具体的な計画を立

てることができた。 

第４に、海外の学会や会合に参加し、日

本法からの発信をする機会を持つことがで

きた。 

第５に、ドイツ法、ＥＵ法については、

夏期および冬期にマックス・プランク外国

私法・国際私法研究所を拠点として、ドイ

ツおよびヨーロッパ各国の研究者との人的

ネットワークを利用し、契約法に関する情

報の収集および比較法的な検討作業を行っ

た。ＥＵ私法の展開の中でこうしたドイツ

法の動きを分析することがきわめて重要で

あるとの認識を得た。 

本研究期間において、定期的に研究会を

開催し、また外国の研究者とのセミナーを

行い、多様なかたちでの情報交換が可能と

なり、ネットワークを形成することができ

たことも重要な成果の一つである。 

 具体的な研究成果としては、後掲するよ

う形で、ドイツ契約法、およびヨーロッパ

私法・契約法に関する成果や翻訳作業を公

表した。 
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